
京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例の一部を改正する条例（令和３年４月

１日京都市条例第   号）（都市計画局建築指導部建築審査課） 

１ 建築物等のバリアフリーの更なる促進のために，次のとおり必要な措置を講じるこ

ととしました。 

  ⑴ 目的の改正 

   バリアフリーの促進について，本市及び事業者の責務並びに市民の役割を明らか

にし，建築物等のバリアフリーに関する施策の基本となる事項を定めるとともに，

高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）の規

定に基づき特別特定建築物に追加する特定建築物等を定めることにより，高齢者，

障害者等の社会参加の促進に寄与する良好な都市環境の形成を図り，もって市民及

び本市を訪れる者の福祉の増進に資することを目的とします。 

 ⑵ バリアフリー基準等の適用除外 

   歴史的建築物等について，京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例で

定める事前協議に関する手続等及びバリアフリーにするために必要な対象施設の構

造及び配置に関する基準（以下「バリアフリー基準」という。）の適用を除外します。 

 ⑶ 責務規定等の追加 

   本市及び事業者に対し，バリアフリーの促進のために措置を講じるよう努めなけ

ればならないとする責務規定を設けるとともに，市民に対しては，バリアフリーに

ついて理解を深めるよう努めることを定めます。 

 ⑷ 建築等の工事に関する部分検査の新設 

   バリアフリー基準に適合させなければならない建築物について，工事の工程上や

むを得ない場合に限り，当該建築物の建築等の工事が完了した部分についての検査

の申請を認めます。 

 ⑸ ホテル又は旅館の客室のバリアフリー基準の新設 

   ホテル又は旅館の客室について，車椅子利用者等が円滑に利用できるようにする

ための制限を設けるため，当該客室の経路の幅等に関して新たなバリアフリー基準

を設けます。 

 ⑹ エレベーターの設置基準の強化 

  ア 不特定かつ多数の者が利用する建築物で，用途面積（当該建築物を不特定かつ

多数の者が利用する複数の用途に供する場合にあっては，これらの用途面積の合
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計）が２，０００平方メートル以上のもの又は主として高齢者，障害者等が利用

する建築物で，用途面積（当該建築物を主として高齢者，障害者等が利用する複

数の用途に供する場合にあっては，これらの用途面積の合計）が２，０００平方

メートル以上のものについて，エレベーターの幅等に関する基準を設けます。 

  イ 法の適用対象となる大規模な建築物について，当該建築物が２階建ての場合に

もエレベーターを設置しなければならないこととします。 

 ⑺ バリアフリーに関する情報の公表 

   高齢者，障害者等が建築物を円滑に利用するために，ホテル又は旅館等の建築物

のバリアフリーに関する情報の公表を義務付けることとします。 

 ⑻ ベビーベッドの設置基準の強化 

   ベビーベッド等の設置が義務付けられている建築物で，当該ベビーベッド等を便

所内に設ける場合には，男子用及び女子用それぞれの便所に設置しなければならな

いこととします。 

２ 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴い，

公立小学校等について，条例で規定する移動等円滑化基準を適用することとしました。 

３ その他規定を整備することとしました。 

この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条並びに附則第２項及び第３項の規定

は令和３年１０月１日から施行することとしました。  
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」 

 京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和３年４月１日 

京都市長 門 川 大 作 

京都市条例第第   号 

   京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例の一部を次のように改正する。 

目次中「・第２条」を「～第６条」に，「第３条～第５条」を「第７条～第９条」に改

め，「完了検査」の右に「及び部分検査」を加え，「第６条」を「第１０条・第１１条」

に，「第７条～第９条」を「第１２条～第１４条」に，「第４節 既存の対象建築物等に 

係る報告の徴収等（第１０条）」を 
第４節 既存の対象建築物等に係る報告の徴収等（ 

第５節 対象建築物等以外の建築物等に係る指導及 

第１５条） 
に，「第５節」を「第６節」に，「第１１条～第１４条」を「第１７ 

び助言（第１６条） 

条～第２０条」に，「第１５条～第２７条」を「第２１条～第３４条」に，「第２８条」

を「第３５条」に，「第２９条～第３２条」を「第３６条～第３９条」に改める。 

第１条中「対象建築物等の建築等の計画に係る協議，対象施設の構造及び配置に関す

る基準その他建築物その他の施設のバリアフリーの促進に関し必要な事項」を「建築物

その他の施設（以下「建築物等」という。）のバリアフリーの促進について，本市及び事

業者の責務並びに市民の役割を明らかにし，建築物等のバリアフリーに関する施策の基

本となる事項を定めるとともに，高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（以下「法」という。）第１４条第３項の規定に基づき特別特定建築物に追加する特定

建築物等」に改め，「市民」の右に「及び本市を訪れる者」を加える。 

第２条第１項中「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「」

及び「」という。）」を削り，同条第２項第１号中「次に掲げるものをいい」を「建築物

等のうち，次に掲げるものをいい」に改め，同号ア中「掲げる建築物」を「掲げる建築

物等」に改め，同号ア（ア）中「及び文化財保護法第２条第１項第６号に規定する伝統

的建造物群を構成している建築物で同法第１４２条に規定する伝統的建造物群保存地

区内にあるもの」を削り，同号ア（イ）を同号ア（セ）とし，同号ア（ア）の次に次の

ように加える。 
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(イ) 文化財保護法第２条第１項第６号に規定する伝統的建造物群を構成している

建築物で同法第１４２条に規定する伝統的建造物群保存地区内にある建築物 

(ウ） 文化財保護法第５７条第１項の規定により登録された建築物 

(エ） 景観法第１９条第１項の規定により景観重要建造物に指定された建築物 

(オ） 京都府文化財保護条例第７条第１項の規定により府指定有形文化財に指定さ

れた建築物 

(カ） 京都府文化財保護条例第４３条第１項の規定により指定された府指定史跡名

勝天然記念物 

(キ） 京都府文化財保護条例第５２条第１項の規定により登録された建築物 

(ク） 京都府文化財保護条例第５２条第３項の規定により登録された建築物 

(ケ） 京都府文化財保護条例第５３条第１項に規定する文化財環境保全地区内にあ

る建築物 

(コ） 京都市文化財保護条例第６条第１項の規定により市指定有形文化財に指定さ

れた建築物 

(サ） 京都市文化財保護条例第３６条第１項の規定により指定された市指定史跡名

勝天然記念物 

(シ） 京都市文化財保護条例第４１条第１項の規定により登録された建築物 

(ス） 京都市文化財保護条例第４３条第１項に規定する文化財環境保全地区内にあ

る建築物 

第２条第２項第２号に次のように加える。 

エ 用途の変更をして対象建築物等のいずれかにすること。 

第２条第２項第７号中「（用途の変更をして対象建築物等にすることを含む。以下同

じ。）」を削り，「第１５条各号」を「第２１条各号」に改め，同項に次の１号を加える。 

⑻ 利用居室等 次に掲げるものをいう。 

ア 不特定かつ多数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する居室 

イ 別表１ ２の項，６の項，８の項，１２の項から１４の項まで，１６の項，２

０の項，２５の項，２９の項及び３０の項に掲げる対象建築物等（体育館又は水

泳場で一般公共の用に供されるもの，ボーリング場及び飲食店を除く。）における

多数の者が利用する居室 

ウ ホテル又は旅館における客室 



エ 共同住宅又は寄宿舎における住戸 

第３２条を第３９条とする。 

第３１条中「第６条第１項」を「第１０条第１項」に改め，同条を第３８条とする。 

第３０条第１号中「第３条第１項」を「第７条第１項」に改め，同条第２号中「第５

条第４項」を「第９条第４項」に，「第８条第１項前段」を「第１３条第１項」に改め，

同条第３号中「第６条第６項」を「第１０条第７項」に改め，同条第４号中「第１３条」

を「第１９条」に改め，同条第５号中「第１４条第１項」を「第２０条第１項」に改め，

同条を第３７条とする。 

第２９条中「第１２条第１項」を「第１８条第１項」に改め，同条を第３６条とする。 

第４章中第２８条を第３５条とする。 

第２７条中「第１５条から第２５条まで」を「第２１条から第３１条まで」に改め，

第３章中同条を第３４条とする。 

第２６条中「第１５条」を「第２１条」に，「第１８条から第２２条まで及び前条」を

「第２４条から第２８条まで及び第３１条」に改め，同条を第３３条とする。 

第２５条各号列記以外の部分中「第１５条各号」を「第２１条各号」に改め，「含む。）」

の右に「のいずれか」を加え，「第１８条から第２３条」を「第２４条から第２９条」に，

「共同住宅等」を「ホテル若しくは旅館又は共同住宅若しくは寄宿舎」に改め，同条第

２号中「利用居室（特定利用居室を含む。）又は共同住宅等の各住戸若しくは各客室（以

下この条において「利用居室等」という。）」を「利用居室等」に改め，「傾斜路，」の右

に「エレベーターその他の」を加え，同条第４号中「車いす使用者用便房」を「車椅子

使用者用便房」に改め，「傾斜路，」の右に「エレベーターその他の」を加え，同条第６

号中「車いす使用者用駐車施設」を「車椅子使用者用駐車施設」に改め，「傾斜路，」の

右に「エレベーターその他の」を加え，同条を第３１条とし，同条の次に次の１条を加

える。 

（公立小学校等に関する読替え） 

第３２条 令第５条第１号に掲げる特定建築物（公立小学校等に限る。）に係る第２４条

から第２８条まで及び前条の規定の適用については，これらの規定中「不特定かつ多

数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する」とあるのは，「多数の者

が利用する」とする。 

第２４条の見出し中「共同住宅等」を「ホテル等又は共同住宅等」に改め，同条第１



項各号列記以外の部分中「次に」を「ホテル若しくは旅館又は共同住宅若しくは寄宿舎

において，次に」に改め，同項第１号中「共同住宅若しくは寄宿舎又はホテル若しくは

旅館（以下「共同住宅等」という。）に」を削り，「住戸又は客室」を「客室又は住戸」

に，「共同住宅等に」を「ホテル若しくは旅館又は共同住宅若しくは寄宿舎に」に，「「住

戸等」という」を「同じ」に，「住戸等まで」を「各客室又は各住戸まで」に改め，同項

第２号中「共同住宅等の」を削り，「車いす使用者用便房を」を「車椅子使用者用便房を」

に，「住戸等（」を「各客室又は各住戸（」に，「住戸等が」を「客室又は住戸が」に，

「当該車いす使用者用便房」を「当該車椅子使用者用便房」に改め，同項第３号中「共

同住宅等の」を削り，「車いす使用者用駐車施設を」を「車椅子使用者用駐車施設を」に，

「当該車いす使用者用駐車施設」を「当該車椅子使用者用駐車施設」に，「住戸等」を「各

客室又は各住戸」に改め，同条第２項各号列記以外の部分中「特定経路」を「ホテル若

しくは旅館又は共同住宅若しくは寄宿舎における特定経路」に改め，同項第１号ただし

書中「又は」の右に「エレベーターその他の」を加え，同項第２号ア中「共同住宅等」

を「建築物」に改め，同号イ中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め，同項第４

号エ中「車いす」を「車椅子」に改め，同項第５号中「昇降機」を「エレベーター」に

改め，同号イ中「第２２条第１項第５号」を「第２８条第１項第５号」に改め，同項第

６号中「使用形態の」の右に「エレベーターその他の」を加え，同項第７号イ中「第２

２条第１項第６号ア」を「第２８条第１項第６号ア」に改め，同条第３項中「当該共同

住宅等」を「当該建築物」に改め，同条第４項中「第２２条第２項」を「第２８条第２

項」に，「第２２条第１項」を「第２８条第１項」に改め，同条を第３０条とする。 

第２３条を第２９条とする。 

第２２条第１項第４号エ中「車いす」を「車椅子」に改め，同項第５号中「昇降機」

を「エレベーター」に改め，同号ア及びイ中「かご」を「籠」に改め，同号ウ中「かご」

を「籠」に，「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め，同号エ中「かご」を「籠」に，

「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め，「（ボタンにより呼び出すことができるも

のに限る。）」を削り，同号オ中「かご」を「籠」に，「車いす使用者」を「車椅子使用者」

に改め，同号カ及びキ中「かご」を「籠」に改め，同号ク中「かご」を「籠」に，「車い

す使用者」を「車椅子使用者」に改め，同号コ中「昇降機」を「エレベーター」に改め，

同号コ（ア）中「かご」を「籠」に改め，同号コ（イ）中「かご」を「籠」に，「車いす」

を「車椅子」に改め，同項第６号イ（カ）中「車いす」を「車椅子」に改め，同条第２



項第１号中「第１５条各号」を「第２１条各号」に改め，同項第２号中「車いす使用者

用便房を」を「車椅子使用者用便房を」に，「当該車いす使用者用便房」を「当該車椅子

使用者用便房」に改め，同項第３号中「車いす使用者用駐車施設を」を「車椅子使用者

用駐車施設を」に，「当該車いす使用者用駐車施設」を「当該車椅子使用者用駐車施設」

に改め，同条を第２８条とする。 

第２１条各号列記以外の部分中「台数（」の右に「当該台数に」を加え，「車いす使用

者用駐車施設」を「車椅子使用者用駐車施設」に改め，同条を第２７条とする。 

第２０条第２項に次のただし書を加える。 

ただし，ホテル又は旅館の車椅子使用者用客室内に設けるものについては，この限

りでない。 

第２０条第２項第２号及び第３号イ中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め，

同条を第２６条とする。 

第１９条第２項各号列記以外の部分中「車いす使用者用便房」を「車椅子使用者用便

房」に改め，同項第２号中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め，同条第３項中

「車いす使用者用便房」を「車椅子使用者用便房」に改め，同条第６項中「車いす使用

者用便房」を「車椅子使用者用便房」に改め，「手すりを」の右に「適切に」を加え，同

条を第２５条とする。 

第１８条を第２４条とする。 

第１７条中「第２６条」を「第３３条」に改め，同条を第２３条とする。 

第１６条第１項中「令第５条第１１号」を「令第５条第１号（公立小学校等（同号に

規定する公立小学校等をいう。以下同じ。）に限る。），第１１号」に改め，同条を第２２

条とする。 

第１５条を第２１条とする。 

第２章第５節中第１４条を第２０条とする。 

第１３条中「建築主，維持保全」を「建築等」に改め，「工事施工者又は対象建築物等」

の右に「（第１５条第１項の規定の適用を受けるものを除く。）」を加え，同条を第１９条

とする。 

第１２条第１項中「建築主」を「建築等をする者」に，「当該建築物等」を「当該対象

建築物等」に，「第８条第１項前段」を「第１３条第１項」に，「第５条第４項」を「第

９条第４項」に改め，同条を第１８条とする。 



第１１条を第１７条とする。 

第２章第５節を同章第６節とし，同章第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 対象建築物等以外の建築物等に係る指導及び助言 

第１６条 市長は，対象建築物等以外の建築物等について，バリアフリーを促進するた

め必要があると認めるときは，当該建築物等の建築等をしようとする者又は当該建築

物等若しくはその敷地の所有者，管理者若しくは占有者に対し，第１３条第１項に規

定する基準を勘案して，当該建築物等の設計及び施工に関する事項について必要な指

導及び助言をすることができる。 

第１０条第１項中「第３条第１項」を「第７条第１項」に改め，「同じ。）」の右に「又

はその敷地」を加え，同条第２項中「は，当該対象建築物等」の右に「又はその敷地」

を加え，「第８条第１項前段」を「第１３条第１項」に改め，第２章第４節中同条を第１

５条とする。 

第９条中「前条第１項」の右に「及び第２項」を加え，第２章第３節中同条を第１４

条とする。 

第８条第１項前段中「，第１０号」を「から第１１号まで」に，「及び児童厚生施設そ

の他これに類するもの」を「，児童厚生施設その他これに類するもの，体育館，水泳場

及びボーリング場」に，「第１５条各号」を「第２１条各号」に改め，「特定建築物の」

の右に「うち，」を加え，「とき，」を「ときに」に，「第１８条から第２６条まで」を「第

２４条から第３３条まで」に改め，同項後段を削り，同条第４項中「第１項前段」を「第

１項」に改め，同項を同条第５項とし，同条第３項各号列記以外の部分中「して対象建

築物等」の右に「のいずれか」を加え，「前２項」を「前３項」に改め，同項第２号中「居

室（共同住宅又は寄宿舎にあっては各住戸を，ホテル又は旅館にあっては各客室を含む。

以下この項において同じ。）」を「利用居室等」に改め，「傾斜路，」の右に「エレベータ

ーその他の」を加え，同項第４号中「居室」を「利用居室等」に，「車いす使用者用便房」

を「車椅子使用者用便房」に改め，「傾斜路，」の右に「エレベーターその他の」を加え，

同項第６号中「車いす使用者用駐車施設」を「車椅子使用者用駐車施設」に，「居室」を

「利用居室等」に改め，「傾斜路，」の右に「エレベーターその他の」を加え，同項を同

条第４項とし，同条第２項中「前項前段の」を「第１項に規定する」に，「別表１」を「別

表２のとおりとし，これらの適用については，同表１」に改め，同項を同条第３項とし，

同条第１項の次に次の１項を加える。 



２ 前項の規定の適用を受けた対象建築物等の所有者，管理者又は占有者は，当該対象

建築物等を常時当該規定に適合した状態に維持しなければならない。 

第８条を第１３条とし，第７条を第１２条とする。 

第６条に見出しとして「（建築等の工事に関する完了検査）」を付し，同条第１項中「（以

下「建築主」という。）」を削り，「検査」の右に「（当該建築等の工事に付随して実施す

る当該対象建築物等のバリアフリーを実現する部分の検査を含む。本条及び次条におい

て同じ。）」を加え，同条第４項中「協議書に記載された事項」を「第１３条第１項に規

定する基準」に改め，同条第５項中「同項の事項（次条の基準及び措置に係るものを除

く。）」を「第１３条第１項に規定する基準」に，「建築主」を「建築等をした者」に改め，

同条第６項中「建築主」を「建築等をした者」に，「前項」を「第５項」に改め，同項に

次のただし書を加える。 

ただし，次条第２項において読み替えて準用する第５項の規定による部分検査済証

の交付を受けた対象建築物等の建築等の工事を完了した部分については，この限りで

ない。 

第６条第６項を同条第７項とし，同条第５項の次に次の１項を加える。 

６ 市長は，第４項の規定による検査をした場合において，同項の対象建築物等が第１

３条第１項に規定する基準に適合していないと認めたときは，当該対象建築物等の建

築等をした者に対して，検査済証を交付できない旨及びその理由を記載した通知書を

交付しなければならない。 

第２章第２節中第６条を第１０条とし，同条の次に次の１条を加える。 

（建築等の工事に関する部分検査） 

第１１条 対象建築物等の建築等をする者は，当該対象建築物等の建築等の工事を完了

した部分について，市長が当該対象建築物等の建築等の工事の工程上やむを得ないと

認める場合に限り，市長の検査を申請することができる。 

２ 前項に規定する検査については，前条第４項から第６項までの規定を準用する。こ

の場合において，これらの規定中「第１項の」とあるのは「第１１条第１項の」と，

「対象建築物等が」とあるのは「対象建築物等の建築等の工事を完了した部分が」と，

「当該対象建築物等」とあるのは「当該対象建築物等の建築等の工事を完了した部分」

と，「検査済証」とあるのは「部分検査済証」と読み替えるものとする。 

第２章第２節の節名中「完了検査」の右に「及び部分検査」を加える。 



第５条第１項本文及び第２項中「第３条第１項」を「第７条第１項」に改め，同条第

３項前段中「第３条第１項」を「第７条第１項」に，「第８条第１項前段」を「第１３条

第１項」に改め，同条第４項中「第３条第１項」を「第７条第１項」に改め，第２章第

１節中同条を第９条とする。 

第４条中「第７条」を「第１２条」に改め，同条を第８条とする。 

第３条第１項前段中「計画」の右に「（建築等の工事に付随して実施する対象建築物等

のバリアフリーを実現する工事の計画を含む。以下同じ。）」を加え，「と協議しなければ」

を「に対して協議を申請しなければ」に改め，同条第２項中「よる協議」の右に「の申

請」を，「計画」の右に「又は計画の変更」を，「第６条の２第１項」の右に「（これらの

規定を同法第８７条第１項の規定において準用する場合を含む。）」を，「第１８条第２項」

の右に「（同法第８７条第１項の規定において準用する場合を含む。）」を加え，同条を第

７条とする。 

 第１章中第２条の次に次の４条を加える。 

（本市の責務） 

第３条 本市は，事業者及び市民のバリアフリーの促進に関する自発的な活動を尊重す

るとともに，必要に応じて支援する措置を講じるものとする。 

２ 本市は，自ら設置し，又は管理する建築物等について，高齢者，障害者等が安全か

つ円滑に利用できるようにするための措置を講じるよう努めなければならない。 

３ 前２項に掲げるもののほか，本市は，この条例の目的を達成するために必要な施策

を実施するものとする。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は，自ら所有し，又は管理する建築物等について，高齢者，障害者等が

安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講じるよう努めなければならな

い。 

２ 事業者は，バリアフリーについて理解を深め，自発的にバリアフリーを促進するよ

う努めなければならない。 

３ 事業者は，他の事業者と協力して，建築物等のバリアフリーを促進するよう努めな

ければならない。 

（市民の役割） 

第５条 市民は，バリアフリーについて理解を深めるよう努めなければならない。 



（相互の協力） 

第６条 本市，事業者及び市民は，この条例の目的を達成するため，相互に，その果た

す役割を理解し，協力するものとする。 

 別表中「第８条関係」を「第１３条関係」に改め，同表１ １の項及び２の項中「第

７号」を「第５号」に改め，同表１ ３の項中「第７号を」を「第６号を」に，「第７号

及び」を「第５号及び」に，「第５号及び第９号」を「第６号，第７号及び第９号」に改

め，同表１ ４の項中「第７号」を「第５号」に改め，同表１ ５の項中「第７号」を

「第５号」に，「第５号」を「第６号，第７号」に改め，同表１ ６の項中「第７号」を

「第６号」に改め，同表１ ７の項及び８の項中「第７号」を「第５号」に改め，同表

１ ９の項中「，第７号」を「，第６号」に，「（第７号」を「（第５号」に改め，同表１ 

 １０の項中「第７号を」を「第６号を」に，「第７号及び」を「第５号及び」に改め，

同表１ １１の項中「第７号」を「第５号」に改め，同表１ １２の項中「第７号」を

「第５号」に，「第５号」を「第６号，第７号」に改め，同表１ １３の項中「第５号チ，

第７号」を「第５号，第６号チ」に改め，同表１ １４の項中「第５号」を「第６号，

第７号」に改め，同表１ １５の項中「第７号」を「第５号」に，「第５号」を「第６号，

第７号」に改め，同表１ １６の項中「第７号」を「第５号」に改め，同表１ １７の

項中「第７号」を「第５号」に，「第５号」を「第６号，第７号」に改め，同表１ １８

の項中「第７号」を「第５号」に改め，同表１ １９の項中「第７号」を「第５号」に，

「第５号」を「第６号，第７号」に改め，同表１ ２０の項及び２１の項中「第７号」

を「第５号」に改め，同表１ ２２の項中「第７号」を「第５号」に，「第５号」を「第

６号，第７号」に改め，同表１ ２３の項中「第７号」を「第５号」に改め，同表１ ２

４の項及び２５の項中「第７号を」を「第６号を」に，「第７号及び」を「第５号及び」

に改め，同表１ ２６の項中「第７号」を「第５号」に改め，同表１ ２７の項及び２

８の項中「第７号を」を「第６号を」に，「第７号及び」を「第５号及び」に改め，同表

１ ２９の項中「第７号」を「第５号」に改め，同表１ ３０の項中「第５号チ，第７

号」を「第５号，第６号チ」に改め，同表１ ３１の項及び３２の項中「第７号」を「第

５号」に改め，同表１ ３３の項中「２，０００平方メートル」を「５０平方メートル」

に，「第７号」を「第５号」に改め，同表１ ３４の項中「第５号チ，第７号」を「第５

号，第６号チ」に改め，同表１ ３５の項及び３６の項中「第７号」を「第５号」に改

め，同表１備考５中「第２条第１項第１０号」を「第２条第１項第１７号」に改め，同



備考６中「第２条第９項」を「第２条第１２項」に改め，同表２ ４の項第１号ア中「車

いす使用者用便房」を「車椅子使用者用便房」に改め，同号ア（イ）及び（エ）中「車

いす使用者が」を「車椅子使用者が」に改め，同号イ中「車いす使用者用便房」を「車

椅子使用者用便房」に改め，同項第５号中「車いす使用者用便房」を「車椅子使用者用

便房」に改め，「手すりを」の右に「適切に」を加え，同項第８号中「第１号ア」を「第

１号」に，「同号の便所」を「その床の表面を滑りにくい材料で仕上げ，当該便所」に，

「を設けた」を「が適切に配置されている」に改め，同表２ ５の項第２号イ及びウ（イ）

中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め，同表２ ７の項中「車いす使用者用駐

車施設」を「車椅子使用者用駐車施設」に改め，同表２ ８の項中「道等から居室まで」

を「道等から利用居室等まで」に改め，同項第１号ア中「，不特定かつ多数の者が利用

し，又は主として高齢者，障害者等が利用する居室（共同住宅又は寄宿舎にあっては各

住戸，ホテル又は旅館にあっては各客室を含む。以下この項において同じ。）」を「利用

居室等」に，「イ」を「以下この号」に，「当該居室」を「当該利用居室等」に改め，同

号イ中「車いす使用者用便房を」を「車椅子使用者用便房を」に，「居室（当該対象建築

物に居室」を「利用居室等（当該対象建築物等に利用居室等」に，「当該車いす使用者用

便房」を「当該車椅子使用者用便房」に改め，同号ウ中「車いす使用者用駐車施設を」

を「車椅子使用者用駐車施設を」に，「当該車いす使用者用駐車施設」を「当該車椅子使

用者用駐車施設」に，「居室」を「利用居室等」に改め，同項第２号エ中「車いす使用者」

を「車椅子使用者」に改め，同項第３号イ中「車いす」を「車椅子」に改め，同号ウ中

「が定める構造の」の右に「エレベーターその他の」を加え，同号エ中「車いす使用者」

を「車椅子使用者」に改め，同項第４号カ中「車いす」を「車椅子」に改め，同項第７

号を削り，同項第６号中「使用形態の」の右に「エレベーターその他の」を加え，同号

を同項第７号とし，同項第５号中「昇降機」を「エレベーター」に改め，同号ア中「か

ごは，居室，車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設」を「籠は，利用居室等，

車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設」に改め，同号イ，ウ，エ，オ，カ及

びク中「かご」を「籠」に改め，同号ケ，コ，サ及びシ中「かご」を「籠」に，「車いす

使用者」を「車椅子使用者」に改め，同号ス及びセ中「かご」を「籠」に改め，同号ソ

中「かご」を「籠」に，「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め，同号チ（ア）中「か

ご」を「籠」に改め，同号チ（イ）中「かご」を「籠」に，「車いす」を「車椅子」に改

め，同号を同項第６号とし，同項第４号の次に次の１号を加える。 



⑸ 建築物には，当該経路に次号（同号チを除く。）に定める構造のエレベーター又は

令第１８条第２項第６号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその

他の昇降機を設置すること。ただし，高齢者，障害者等の利用上支障がないものと

して別に定める場合は，この限りでない。 

 別表２ ８の項第８号イ及びウ（カ）中「車いす」を「車椅子」に改め，同号エ中「が

定める構造の」の右に「エレベーターその他の」を加え，同項第９号中「建築物の主要

な出入口の幅は，８０センチメートル以上とする」を「当該経路を構成する出入口は，

次に掲げるものである」に改め，同号に次のように加える。 

 ア 幅は，８０センチメートル以上とすること。 

 イ 直接地上へ通じる出入口のうち１以上は，建築物の主要な出入口とすること。 

 ウ 戸を設ける場合には，自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開

閉して通過することができる構造とし，かつ，その前後に高低差がないこと。 

別表２ ８の項第１０号イ中「第４号」を「次」に改め，同号イに次のように加える。 

(ア) 幅は，９０センチメートル以上とすること。 

(イ) こう配は，１２分の１を超えないこと。ただし，高さが１６センチメートル

以下のものについては８分の１を超えないこと。 

(ウ) 手すりを設けること。 

 別表２ ８の項第１０号に次のように加える。 

 ウ 戸を設ける場合には，自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開

閉して通過することができる構造とし，かつ，その前後に高低差がないこと。 

別表２ ８の項第１１号イ中（イ）を（ウ）とし，（ア）を（イ）とし，同号イに（ア）

として次のように加える。 

(ア) 幅は，９０センチメートル以上とすること。 

  別表２ ８の項第１１号ウ中「が定める構造の」の右に「エレベーターその他の」を

加え，同表２ １０の項第１号中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改め，「数（」

の右に「当該数に」を加え，同項第２号エ中「居室」を「当該客席のある居室」に，「幅

は，」を「うち１以上は，幅を」に改め，同号オ中「が定める構造の」の右に「エレベー

ターその他の」を加える。 

第２条 京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例の一部を次のように改正する。 

 



「 

」 

目次中「第３章 特別特定建築物に関する制限（第２１条～第３４条）」を 
第３章 

第４章 

特別特定建築物に関する制限（第２１条～第３６条） 
に，「 

公表対象建築物等のバリアフリーに関する情報の公表（第３７条～第４０条） 

第４章」を「第５章」に，「第３５条」を「第４１条」に，「第５章」を「第６章」に，

「第３６条～第３９条」を「第４２条～第４５条」に改める。 

第２条第２項第８号イ中「２の項，」を「１の項（公立小学校等（令第５条第１号に規

定する公立小学校等をいう。以下同じ。）に限る。），２の項，」に改める。 

第１３条第１項中「第３３条」を「第３５条」に改め，同条第５項中「２の項，」を「１

の項（公立小学校等に限る。），２の項，」に改め，「保健所，税務署その他不特定かつ多

数の者が利用する官公署，」を削る。 

第２２条第１項中「令第５条第１号（公立小学校等（同号に規定する公立小学校等を

いう。以下同じ。）に限る。），第１１号」を「令第５条第１１号」に改める。 

第２３条中「第３３条」を「第３５条」に改める。 

第３９条を第４５条とし，第３６条から第３８条までを６条ずつ繰り下げる。 

第５章を第６章とする。 

第４章中第３５条を第４１条とする。 

第４章を第５章とし，第３章の次に次の１章を加える。 

第４章 公表対象建築物等のバリアフリーに関する情報の公表 

（バリアフリーに関する情報の公表） 

第３７条 高齢者，障害者等による建築物等の円滑な利用を確保するためバリアフリー

に関する情報の公表を要する対象建築物等として別に定めるもの（以下「公表対象建

築物等」という。）の建築等を行ったときは，当該対象建築物等の所有者，管理者又は

占有者は，バリアフリーに関する情報であって別に定める事項（以下「特定バリアフ

リー情報」という。）をインターネットの利用その他の別に定める方法により公表しな

ければならない。 

２ 公表対象建築物等の所有者，管理者又は占有者が，前項の規定の適用を受けない場

合にあっては，同項の規定に準じて，特定バリアフリー情報を公表するよう努めなけ

ればならない。 

３ 公表対象建築物等の所有者，管理者又は占有者は，前２項の規定により公表した特



定バリアフリー情報の内容に変更があった場合には，速やかに当該特定バリアフリー

情報を更新するよう努めなければならない。 

４ 公表対象建築物等の所有者，管理者又は占有者は，特定バリアフリー情報のほか，

高齢者，障害者等が建築物等を円滑に利用するためのバリアフリーに関する情報を第

１項に規定する方法により公表するよう努めなければならない。 

（公表の実施状況の届出） 

第３８条 公表対象建築物等の所有者，管理者又は占有者は，前条第１項の規定により

公表をした場合にあっては，別に定めるところにより，その状況を市長に届け出なけ

ればならない。 

２ 公表対象建築物等の所有者，管理者又は占有者は，前条第２項から第４項までの規

定により公表をした場合にあっては，別に定めるところにより，その状況を市長に届

け出ることができる。 

３ 市長は，前２項の規定による届出があったときは，別に定めるところにより，その

概要を公表しなければならない。 

（指導及び助言） 

第３９条 市長は，第３７条に規定する公表の適確な実施を確保するため必要があると

認めるときは，公表対象建築物等の所有者，管理者又は占有者に対し，当該公表対象

建築物等のバリアフリーに関する情報の公表に係る事項について必要な指導及び助

言をすることができる。 

（報告の徴収） 

第４０条 市長は，この章の規定の施行に必要な限度において，公表対象建築物等の所

有者，管理者又は占有者に対し，バリアフリーに関する情報の公表の実施状況その他

必要な事項について報告を求めることができる。 

第３４条中「第３１条」を「第３３条」に改め，第３章中同条を第３６条とする。 

第３３条中「第２８条まで及び第３１条」を「第２６条まで，第２８条，第２９条及

び第３２条」に改め，同条を第３５条とする。 

第３２条中「第２８条まで及び前条」を「第２６条まで，第２８条，第２９条及び第

３２条」に改め，同条を第３４条とする。 

第３１条各号列記以外の部分中「第２９条」を「第３０条」に改め，同条を第３２条

とし，同条の次に次の１条を加える。 



（保健所，税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署に関する読替え） 

第３３条 令第５条第８号に掲げる特定建築物に係る令第１１条から第１４条まで，第

１６条から第１８条まで及び第２２条並びにこの条例第２４条から第２６条まで，第

２８条，第２９条及び前条の規定の適用については，これらの規定中「不特定かつ多

数の者が利用し，又は主として高齢者，障害者等が利用する」とあるのは，「多数の者

が利用する」とする。 

第３０条第１項第１号中「（地上階又はその直上階若しくは直下階のみに客室又は住

戸があるホテル若しくは旅館又は共同住宅若しくは寄宿舎にあっては，地上階にあるも

のに限る。以下この条において同じ。）」を削り，同条第２項第５号イ中「第２８条第１

項第５号」を「第２９条第１項第５号」に改め，同項第７号イ中「第２８条第１項第６

号ア」を「第２９条第１項第６号ア」に改め，同条第４項中「第２８条第２項」を「第

２９条第２項」に，「第２８条第１項」を「第２９条第１項」に改め，同条を第３１条と

する。 

第２９条を第３０条とする。 

第２８条第１項第５号コ中「主として高齢者，障害者等が利用する建築物（用途面積

が２，０００平方メートル以上のものに限る。）」を「不特定かつ多数の者が利用する建

築物で，用途面積（当該建築物を不特定かつ多数の者が利用する複数の用途に供する場

合にあっては，これらの用途面積の合計）が２，０００平方メートル以上のもの又は主

として高齢者，障害者等が利用する建築物で，用途面積（当該建築物を主として高齢者，

障害者等が利用する複数の用途に供する場合にあっては，これらの用途面積の合計）が

２，０００平方メートル以上のもの」に改め，同条第２項各号列記以外の部分中「次の

各号に掲げる場合には，それぞれ当該各号に掲げる」を「建築物の直接地上へ通じる出

入口のある階（以下「地上階」という。）又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室

等を設ける場合において，道等から当該利用居室等までの」に改め，同項各号を削り，

同条第３項中「前項各号」を「前項」に改め，同条第４項中「第２項第１号」を「第２

項」に，「同項第１号中」を「同項中」に改め，同条第５項中「第２項第１号の」を「第

２項の」に，「第２項第１号中」を「第２項中」に改め，同条を第２９条とする。 

 第２７条を第２８条とし，第２６条の次に次の１条を加える。 

（ホテル又は旅館の客室） 

第２７条 ホテル又は旅館の客室は，次に掲げるものでなければならない。 



⑴ 客室内にベッドを設ける場合には，当該客室内のベッドの数（階層式寝台の場合

は，それぞれの段を１のベッドとする。以下同じ。）を２で除して得た数（その数に

１未満の端数があるときはこれを切り上げた数）以上のベッド（当該客室内のベッ

ドの数が２以下の場合にあっては，全てのベッド）に対し，次に掲げる位置にそれ

ぞれ次に掲げる空間を設けなければならない。 

ア ベッドの長辺に接する位置 車椅子使用者が当該ベッドに移乗するために必要

な空間 

イ ベッドに近接する位置 車椅子の方向を変更するために必要な空間 

⑵ 客室内に便所を設ける場合には，便所のうち１以上に，次に定める構造の便房を

１以上設けなければならない。 

ア 腰掛け便座及び手すりが適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が当該便房の便座に移乗するために必要な空間が確保されている

こと。 

ウ 当該便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口は，次に掲げる

ものであること。 

(ア） 幅は，７５センチメートル以上とすること。 

(イ） 戸を設ける場合には，その前後に高低差がないこと。ただし，建築物の構造

上やむを得ないものとして別に定める部分は，この限りでない。 

⑶ 客室内に浴室等を設ける場合には，１以上の浴室等は次に掲げるものでなければ

ならない。 

ア 浴槽，シャワー，手すり等が適切に配置されていること。 

イ 当該浴室等に浴槽を設ける場合には，車椅子使用者が当該浴槽に寄り付くこと

ができる空間が確保されていること。 

ウ 当該浴室等に浴槽を設けない場合には，車椅子使用者がシャワーに寄り付くこ

とができる空間が確保されていること。 

エ 当該浴室等の出入口は，次に掲げるものであること。 

(ア） 幅は，７５センチメートル以上とすること。 

(イ） 戸を設ける場合には，その前後に高低差がないこと。ただし，建築物の構造

上やむを得ないものとして別に定める部分は，この限りでない。 

⑷ 客室の出入口から第１号に規定する空間（当該客室内にベッドを設けない場合に



あっては，寝室），第２号に規定する便房及び前号に規定する浴室等までの経路のう

ち，それぞれ１以上は次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は，１００センチメートル以上とすること。ただし，高齢者，障害者等の利

用上支障がないものとして別に定める部分は８０センチメートル以上とすること。 

イ 客室内の出入口（第２号ウ及び前号エの規定によるものを除く。）は，次に掲げ

るものであること。 

(ア） 幅は，８０センチメートル以上とすること。 

(イ） 戸を設ける場合には，その前後に高低差がないこと。 

ウ 床面に段差がある場合には，令第１３条に定める構造の傾斜路又は令第１８条

第２項第６号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降

機を設けること。 

２ 令第１５条第１項の規定により設ける車椅子使用者用客室は，前項の規定（同項第

１号イを除く。）によるほか，次に掲げるものでなければならない。 

⑴ 同号に規定するベッドに近接する位置に車椅子の転回に支障がない空間を設ける

こと。 

⑵ 令第１５条第２項第１号イ及びロの規定による便所を設けること。ただし，他の

全ての客室内に便所を設けない場合は，当該車椅子使用者用客室内において，便所

を設けることを要しない。 

⑶ 令第１５条第２項第２号イ及びロの規定による浴室等を設けること。ただし，他

の全ての客室内に浴室等を設けない場合は，当該車椅子使用者用客室内において，

浴室等を設けることを要しない。 

別表1 １の項中「特別支援学校」を「公立小学校等又は特別支援学校」に，「及び第

８号」を「，第８号及び第９号」に改め，「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８

の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，

「９の項」を「１０の項」に改め，同表１ ２の項中「及び第８号」を「，第８号及び

第９号」に改め，「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」

を「９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」

に改め，同表１ ３の項中「６の項，８の項（第５号及び第６号」を「７の項，９の項

（第１号ウ，第５号，第６号，第１１号及び第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，

「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に，「６の項，７の項」を「７の項，８の項」



に，「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「１１の

項」を「１２の項」に改め，同表１ ４の項中「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，

８の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」

に，「９の項」を「１０の項」に，「１０の項」を「１１の項」に，「及び第８号」を「，

第８号及び第９号」に，「１１の項」を「１２の項」に改め，同表１ ５の項中「及び第

８号」を「，第８号及び第９号」に改め，「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８

の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，

「９の項」を「１０の項」に，「１０の項」を「１１の項」に，「１１の項」を「１２の

項」に改め，同表１ ６の項中「６の項，８の項（第５号及び第６号」を「７の項，９

の項（第１号ウ，第５号，第６号，第１１号及び第１３号」に，「９の項」を「１０の項」

に改め，同表１ ７の項中「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，

「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を

「１０の項」に，「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に，「１１の項」を「１２の

項」に改め，同表１ ８の項中「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加

え，「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」

を「１０の項」に，「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に改め，同表１ ９の項中

「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第

１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「及び第８

号」を「，第８号及び第９号」に，「１１の項」を「１２の項」に改め，同表１ １０の

項中「６の項，８の項（第５号及び第６号」を「７の項，９の項（第１号ウ，第５号，

第６号，第１１号及び第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「及び第８号」を「，

第８号及び第９号」に，「６の項，７の項」を「７の項，８の項」に，「８の項（」を「９

の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「１１の項」を「１２の項」に改

め，同表１ １１の項中「，４の項（第２号」の右に「及び第９号」を加え，「，６の項，

７の項」を「から７の項まで，８の項」に，「８の項（第５号及び第９号から第１１号ま

で」を「９の項（第６号，第７号，第９号，第１０号及び第１２号」に，「９の項」を「１

０の項」に，「１１の項」を「１２の項」に改め，同表１ １２の項中「及び第８号」を

「，第８号及び第９号」に改め，「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を

加え，「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の

項」を「１０の項」に，「１１の項」を「１２の項」に改め，同表１ １３の項，１４の



項，１５の項，１６の項及び１７の項中「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に改

め，「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９の項

（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に改め，同

表１ １８の項中「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に改め，「，６の項」を削り，

「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，「第１

１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「１１の項」を「１２の項」に

改め，同表１ １９の項中「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に改め，「，６の項」

を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，

「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に改め，同表１ ２０の項中

「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第

１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「１１の項」

を「１２の項」に，「１０の項」を「１１の項」に改め，同表１ ２１の項中「，６の項」

を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，

「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「及び第８号」を「，第

８号及び第９号」に改め，同表１ ２２の項中「及び第８号」を「，第８号及び第９号」

に改め，「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９

の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「１

１の項」を「１２の項」に改め，同表１ ２３の項中「，６の項」を削り，「８の項（」

を「８の項，９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１

０の項」に，「１１の項」を「１２の項」に改め，同表１ ２４の項中「６の項，８の項

（第５号及び第６号」を「７の項，９の項（第１号ウ，第５号，第６号，第１１号及び

第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「及び第８号」を「，第８号及び第９号」

に，「６の項，７の項」を「７の項，８の項」に，「），８の項（」を「），９の項（第１

号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「１１の項」を「１２の項」に改め，同表１ 

２５の項中「６の項，８の項（第５号及び第６号」を「７の項，９の項（第１号ウ，

第５号，第６号，第１１号及び第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「及び第８

号」を「，第８号及び第９号」に，「６の項，７の項」を「７の項，８の項」に，「），８

の項（」を「），９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「１１の項」

を「１２の項」に改め，同表１ ２６の項中「及び第８号」を「，第８号及び第９号」

に改め，「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９



の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「１

１の項」を「１２の項」に改め，同表１ ２７の項及び２８の項中「６の項，８の項（第

５号及び第６号」を「７の項，９の項（第１号ウ，第５号，第６号，第１１号及び第１

３号」に，「９の項」を「１０の項」に，「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に，

「６の項，７の項」を「７の項，８の項」に，「），８の項（」を「），９の項（第１号ウ，」

に，「第１１号」を「第１３号」に，「１１の項」を「１２の項」に改め，同表１ ２９

の項，３０の項及び３１の項中「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に改め，「，６

の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第１号

ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に改め，同表１ ３

２の項及び３３の項中「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８

の項（」を「９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１

０の項」に改め，同表１ ３４の項中「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に改め，

「，６の項」を削り，「７の項」の右に「，８の項」を加え，「８の項（」を「９の項（第

１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」に，「９の項」を「１０の項」に改め，同表１  

３５の項及び３６の項中「及び第８号」を「，第８号及び第９号」に改め，「，６の項」

を削り，「８の項（」を「８の項，９の項（第１号ウ，」に，「第１１号」を「第１３号」

に，「９の項」を「１０の項」に改め，同表２ ４の項第８号中「第１号」の右に「又は

前号」を加え，同号を同項第９号とし，同項第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 第１号の規定によることが困難な場合には，その床の表面を滑りにくい材料で仕

上げ，当該便所（男子用及び女子用の区別があるときは，それぞれの便所）のうち

１以上に，次に定める構造の便房を１以上設けなければならない。 

ア 腰掛け便座，手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が当該便房の便座に移乗するために必要な空間が確保されている

こと。 

ウ 便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は，８０センチ

メートル以上とすること。 

エ 便房の出入口及び当該便房が設けられている便所の出入口の戸は，引き戸（構

造上やむを得ない場合にあっては，外開き戸）とし，車椅子使用者が容易に開閉

して通過することができる構造とすること。 

別表２ １１の項中「１１」を「１２」に改め，同項第１号中「以上」の右に「（便所



内に設ける場合であって，男子用及び女子用の区別があるときは，それぞれ１以上）」を 

           「      「 

加え，同表２ １０の項中 

１０ 

 を 

１１ 

 に改め，同表２ ９の項中「９」 

                」       」 

                  「      「 

を「１０」に改め，同表２ ８の項中 

８ 

 を 

９ 

 に， 

                       」      」 

「 

イ 対象建築物等又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 

  利用居室等（当該対象建築物等に利用居室等が設けられていない

ときは，道等。ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房まで

の経路 

ウ 対象建築物等又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場

合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等までの経路 

 を 

                                 」 

「 

イ 対象建築物等又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 

  利用居室等（当該対象建築物等に利用居室等が設けられていない

ときは，道等。ウ及びエにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便

房までの経路 

 

 

 

 に， 



ウ 対象建築物等又はその敷地に４の項第８号に規定する便房を設け

る場合 利用居室等から当該便房までの経路 

エ 対象建築物等又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場

合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等までの経路 

                                  」  

「 

⑾ 第８号の規定によることが困難な場合には，当該経路を構成する

敷地内の通路は，６の項の規定によるほか，次に掲げるものである

こと。 

ア 幅は，９０センチメートル以上とすること。 

イ 傾斜路は，次に掲げるものであること。 

 (ア) 幅は，９０センチメートル以上とすること。 

 (イ) こう配は，１２分の１を超えないこと。ただし，高さが１６セ

ンチメートル以下のものにあっては，８分の１を超えないこと。 

  (ウ) 手すりを設けること。 

ウ 高低差がある場合には，イに定める構造の傾斜路又は令第１８

条第２項第６号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベー

ターその他の昇降機を設けること。 

 を 

                                  」 

「 

⑾ 第３号の規定によることが困難な場合には，当該経路（第１号ウ

に規定する経路に限る。）を構成する廊下等は，１の項の規定による

ほか，次に定めるものであること。 

ア 幅は，９０センチメートル以上とすること。 

イ 床面に段差がある場合には，次に定める構造の傾斜路又は令第

１８条第２項第６号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレ

ベーターその他の昇降機を設けること。 

(ア) 幅は，９０センチメートル以上とすること。 

(イ) こう配は，１２分の１を超えないこと。ただし，高さが１６セ

ンチメートル以下のものにあっては，８分の１を超えないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



」 」 

(ウ) 手すりを設けること。 

ウ 戸を設ける場合には，自動的に開閉する構造その他の車椅子使

用者が容易に開閉して通過することができる構造とし，かつ，そ

の前後に高低差がないこと。 

⑿ 第８号の規定によることが困難な場合には，当該経路を構成する

敷地内の通路は，６の項の規定によるほか，次に掲げるものである

こと。 

ア 幅は，９０センチメートル以上とすること。 

イ 傾斜路は，次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は，９０センチメートル以上とすること。 

(イ) こう配は，１２分の１を超えないこと。ただし，高さが１６セ

ンチメートル以下のものにあっては，８分の１を超えないこと。 

(ウ) 手すりを設けること。 

ウ 高低差がある場合には，イに定める構造の傾斜路又は令第１８

条第２項第６号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレベー

ターその他の昇降機を設けること。 

⒀ 第８号の規定によることが困難な場合には，当該経路（第１号ウ

に規定する経路に限る。）を構成する敷地内の通路は，前号の規定に

よること。 

 

 

 

 

に改め， 

                                   」 

                            「      「 

同表２ ７の項中「７」を「８」に改め，同表２ ６の項中 

６ 

 を  

７ 

 

に改め，同表２ ５の項の次に次の１項を加える。 

６ ホテル又は旅 ⑴ 客室内にベッドを設ける場合には，当該客室内のベッド



館の客室 の数を２で除して得た数（その数に１未満の端数があると

きはこれを切り上げた数）以上のベッド（当該客室内のベ

ッドの数が２以下の場合にあっては，全てのベッド）に対

し，次に掲げる位置にそれぞれ次に掲げる空間を設けなけ

ればならない。    

ア ベッドの長辺に接する位置 車椅子使用者が当該ベ

ッドに移乗するために必要な空間 

イ ベッドに近接する位置 車椅子の方向を変更するた

めに必要な空間 

⑵ 客室内に便所を設ける場合には，便所のうち１以上に，

次に定める構造の便房を１以上設けなければならない。 

ア 腰掛け便座及び手すりが適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が当該便房の便座に移乗するために必 

要な空間が確保されていること。 

ウ 当該便房の出入口及び当該便房が設けられている便

所の出入口は，次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は，７５センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には，その前後に高低差がないこ

と。ただし，建築物の構造上やむを得ないものとして

別に定める部分は，この限りでない。 

⑶ 客室内に浴室等を設ける場合には，１以上の浴室等は次 

に掲げるものでなければならない。 

ア 浴槽，シャワー，手すり等が適切に配置されているこ

と。 

イ 当該浴室等に浴槽を設ける場合には，車椅子使用者が

当該浴槽に寄り付くことができる空間が確保されてい

ること。 

ウ 当該浴室等に浴槽を設けない場合には，車椅子使用者

がシャワーに寄り付くことができる空間が確保されて

いること。 



  エ 当該浴室等の出入口は，次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は，７５センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には，その前後に高低差がないこ

と。ただし，建築物の構造上やむを得ないものとして

別に定める部分は，この限りでない。  

⑷ 客室の出入口から第１号に規定する空間（当該客室内に

ベッドを設けない場合にあっては，寝室），第２号に規定す

る便房及び前号に規定する浴室等までの経路のうち，それ

ぞれ１以上は次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は，１００センチメートル以上とすること。ただし，

高齢者，障害者等の利用上支障がないものとして，別に

定める部分は８０センチメートル以上とすること。 

イ 客室内の出入口（第２号ウ及び前号エの規定によるも

のを除く。）は，次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は，８０センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には，その前後に高低差がないこ

と。 

ウ 床面に段差がある場合には，３の項に定める構造の傾

斜路又は令第１８条第２項第６号に規定する国土交通

大臣が定める構造のエレベーターその他の昇降機を設 

けること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条並びに次項及び附則第３項の規定は

令和３年１０月１日から施行する。 

（適用区分）  

２ 第２条の規定による改正後の京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例（以

下「改正後の条例」という。）の規定は，同条の規定の施行の日以後に改正後の条例第７

条第１項の規定による協議の申請があったもの又は第１条の規定による改正前の京都

市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例第３条第１項の規定による協議を開始



した日若しくは第１条の規定による改正後の京都市建築物等のバリアフリーの促進に

関する条例第７条第１項の規定による協議の申請があった日から６月以内に工事に着

手しないもの（第２条の規定の施行の際現に工事中のものを除く。）について適用する。 

（経過措置） 

３ 第２条の規定の施行の際現に存する対象建築物等（改正後の条例第２条第２項第１号

に規定する対象建築物等をいう。）の用途の変更で，高齢者，障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律施行令附則第４条に規定する類似の用途相互間で行うものについ

ては，改正後の条例第１３条第１項及び第２項並びに第３章の規定は，適用せず，なお

従前の例による。 

（都市計画局建築指導部建築審査課） 


